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平成 23年 10 月 18日 


佐久間 総一郎 


 


「規制・制度改革に関する分科会」の進め方及びテーマについて（意見） 


 


 


○ 進め方については、H23年 10月 3日付の分科会長のご提案に賛同する。 


 


○ 最優先課題への取組については、「日本経済の再生」と「エネルギー政策の


再構築」が特に検討を要するとの観点から、テーマ選定にあたっては、それ


ら政策実現の鍵となる技術の進歩と社会システムのタイムラグをより短く


すること、必要な規制はタイムリーに導入すること等を、狙いとして重視す


べき。そのため、イノベーション・研究開発や需要創設・喚起の足かせとな


っている規制がないか、規制のタイミングに問題が無いかなど産業界・学会


の声をひろく集め再点検することが必要。 


 


○ さらに、「エネルギー政策の再構築」を進めるにあたり、ベースとなる従来


型の取組である循環型社会の形成の重要性を忘れてはならない。そのため、


「資源の有効利用」や「効率的なリサイクル」の促進を妨げるなど企業によ


る合理的な環境対策を阻害し無用な負担を課している規制や地球温暖化対


策に逆行している規制の改革を図るべき。 


 


○ 個別案件のフォローアップも重要。これまでに集められた各規制・制度改革


要望事項のうち、実現していないものについては、政治・官庁における意思


決定プロセスに問題があるのか、そもそも要望内容に問題があるのか、それ


ぞれの理由について分析・検証が必要。 


 


 


参考資料３－７ 








規制・制度改革に関する分科会


議事次第


1.開会


2.規制・制度改革の今後の進め方について


3.意見交換


4.閉会


(資料 )


資料 1     第 3ク ールのテーマと進め方 (議論用ペーパー )


資料 2     第 3ク 上ルのスケジュール (議論用ペーパー )


資料 3     翁委員提出資料


(参考資料)下記資料は、全て前回分科会の資料


参考資料 1   分科会等の成果として過去に閣議決定された事項


参考資料 2   分科会で検討 したものの各府省と合意に至 らなかった事項及び継


続協議とした事項


参考資料 3-1 岡分科会長提出資料


参考資料 3-2 大室分科会長代理提出資料


参考資料 3-3 安念委員提出資料


参考資料 3-4 大上委員提出資料


参考資料 3-5 翁委員提出資料


参考資料 3-6 川本委員提出資料


参考資料 3-フ  佐久間委員提出資料
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第３クールのテーマと進め方〈議論用ペーパー〉 


 


１．改革の実効性を高めるための「仕組み」に関する議論 


○ 政治のリーダーシップを発揮する「仕組み」 


○ 各省庁がより主体的・積極的に取り組み得る「仕組み」 


○ 複数省庁が関わる規制・制度を効果的に改革する「仕組み」 


○ 政権の重要課題を担当している他部局との効果的連携の「仕組み」 


  ○ 「国民の声」、各種団体からの多岐にわたる要望を効果的に実現する「仕組み」 


  ○ 長年の懸案事項をフォローアップして実現していく「仕組み」 


 


 


２．取り組むべき「分野」 


 


（１）政権の優先課題： 


①第１ワーキンググループ（復旧・復興／経済活性化） 


○ 復旧・復興：全国から被災地へのヒト・モノ・金の動きを加速 


○ 経済活性化：成長の加速、貿易及び国際投資の促進等 


○ ワーキンググループを設置し、政府内の関係部局と連携 


○ 改革事項を府省へ検討要請し、調整の上、閣議決定を目指す 


 


②第２ワーキンググループ（エネルギー）  


○ エネルギー：再生可能エネルギーの導入促進等 


○ ワーキンググループを設置し、政府内の関係部局と連携 


○ 改革事項を府省へ検討要請し、調整の上、閣議決定を目指す 


 


（２）重点分野： 


○ 分科会本体で以下を実施 


・フォローアップの方針を策定し、幅広い分野でフォローアップを実施（２（１）


①及び２（１）②以外の分野） 


・取組の対象とする重点分野、対象項目を決定 


  ○ その後、専門分野の委員を追加し、必要に応じＷＧを立ち上げて、各府省へ


検討要請 


 


（３）「国民の声」・各種団体からの要望への対応 


○ 「国民の声」や各種団体からの要望を事務局にて整理し、適宜分科会等へ報告 


○ ＷＧ等で議論することが適当な案件は、ＷＧ等で取り扱う 


 


３．規制の改廃手続のルール化等の検討 


○ 過去の検討成果を踏まえつつ、基本的な考え方を整理 


資料１ 








第３クールのスケジュール（議論用ペーパー） 
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１２月 


２４年／ 


１月 


 


２月 


 


３月 


 


４月 


 


５月 


 


６月 
その後 


 


改革の実効性を高める「仕組み」 


         


 


 


 


取り組むべき分野 


（優先課題） 


第１ワーキンググループ 


・復旧・復興 


・経済活性化 


         


 


第２ワーキンググループ 


・エネルギー 


 


 


         


（重点分野） 


規制・制度改革に関する分科会 


・重点分野及び対象項目を決定し、 


 個別事項を検討 


 


        残された


課題に取


り組む。 


注 「国民の声」に寄せられた要望を、事務局にて整理し、分科会等へ適宜報告。 


  規制の改廃手続のルール化等についても、分科会等へ適宜報告。 


 


「仕組み」の検討 


改革事項の検討（復旧・復興、経済活性化） 


（成果の上がったものについて、随時とりまとめ） 


 


Ｗ
Ｇ
設
置 


Ｗ
Ｇ
設
置 


新たな「仕組み」による改革実施 


（成果の上がったものについて、随時とりまとめ） 


重点分野・対象 


項目の決定 


方針決定後、フォローアップの実施 
（成果の上がったものについて、随時とりまとめ） 


委員追加後、必要に応じＷＧを設置し、個別事項を検討 


（成果の上がったものについて、随時とりまとめ） 


６
月
を
目
途
に
最
終
と
り
ま
と
め 


 


取
組
方
針
決
定 


 


方
針
決
定 


資料２ 


改革事項の検討 


（成果の上がったものについて、随時とりまとめ） 








                               


２０１１．１０．２５ 


翁委員意見 


 


 


○ 仕組みづくりについて：医療、農業などの分野については、野田内閣として経済活性化


のために、これらの分野についても規制改革を進めるとの明確な意思を示していただき、


そのための仕組みづくりを政治主導で作ることが必要であると考える。たとえば、国土


交通省で航空政策の自由化が急速かつ顕著に進んだ例にならい、厚生労働省と農林水産


省においても、野田首相の主導により、当該省の担当大臣―規制制度改革担当大臣が連


携し、規制・制度改革を進める「核」となる官僚チームを当該省内に作り、そこと規制


制度改革分科会、およびそこに置く専門家を集めたワーキングチームが連携しながら進


めていくことなどが考えられる。 


 


○ 規制・制度改革会議側の体制準備について：医療、農業については、従来の規制制度改


革の取り組みと残されている今後の課題について、分科会としての共通理解を持ち、今


後の進め方について探るため、できるだけ早い段階で専門家からのブレーンストーミン


グの機会を設けてはどうか。また、重点的にこの分野の規制制度改革を進めていくとの


政治的意思が明確になれば、早急に会議の中にそのためのワーキングチームを作ること


が必要となると考える。 


 


○ 制度改革の内容について：経済活性化のためには、急速な円高に伴う空洞化問題への対


処が急がれる。中でも最近の若年層の雇用情勢は深刻であり、少子化に歯止めをかける


ためにも、若年層の雇用機会を確保することが喫緊の課題となっている。そのためには、


多様な働き方を可能にするなど、若年者雇用を妨げている多くの規制や制度を見直して


いくことについても、会議として重点的に取り組んでいくことが必要であると考える。 


 


                                以上 


 


 


 


 


 


資料３ 








規制・制度改革に係る対処方針 
平成22年６月18日  閣議決定  


再生可能エネルギー 


• 再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制の見直し（小水
力発電の導入円滑化）【22年度中措置】 


 
• 土地改良区に協議が必要な水路における小水力（マイクロ）発
電の導入円滑化【22年10月中措置】※ 


 
• 再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制の見直し（風力
発電の導入促進に係る建築基準法の基準の見直し） 


  【22年度中検討等】 
 


• 再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制の見直し（大規
模太陽光発電設備に係る建築基準確認申請の丌要化） 


  【22年度中検討・結論、電気事業法令で必要な安全措置が  
  講じられていることを条件に22年度中に措置等】※ 


 
• 再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制の見直し（自然
公園・温泉地域等における風力・地熱発電の設置許可の早期
化・柔軟化 等） 


   ○地熱発電 【23年度検討・結論、結論を得次第措置等】※ 
  ○風力発電 【22年度中措置】 


 
• 再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制の見直し（ＣＯ2


排出量削減に資する小規模分散型発電設備に係る規制（保
安規程の作成義務、電気主任技術者の設置義務 等）の緩
和）【23年２月中に結論、その後速やかに措置】※ 


 
 


 
 


 


 


 


スマートコミュニティ 
• 燃料電池自動車・水素ステーション設置に係る規制の再点検 
  【22年度中に速やかに措置等】※ 


 
• スマートメータの普及促進に向けた屋外通信（ＰＬＣ通信）規制の
緩和 【22年度検討開始、23年度中結論】 
 


• スマートメータの普及促進に向けた制度環境整備 
  【23年２月までに検討・結論】※ 


 
• コージェネレーションの普及拡大及び排熱の利用拡大に向けた
道路法の運用改善（熱供給導管の埋設に係る道路占用許可の
合理化） 【22年度中措置】 


 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


３Ｒ 


• レアメタル等のリサイクル推進に向けた規制の見直し 
  【22年度中検討開始、23年度を目途に結論、結論を得次第 
  措置】※ 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


規制・制度改革に係る対処方針 
平成22年６月18日  閣議決定  


その他 
• 国産木材の利用促進（「集成材の日本農林規格」に係る性能規
定の併用導入）  


  【23年度中に学識経験者等による検討の結論・措置】※ 
 
• 国産木材の利用促進（大規模木造建築物に関する構造規制の
見直し）  【22年度中検討開始、結論を得次第措置等】 


 
• 鉄筋コンクリート造と木造との併用構造とする校舎等の構造計算
に関する規定の見直し 


  【22年度中検討・結論、可能な限り早期に措置】※ 
 


• 木造耐火構造に関する性能評価試験（大臣認定申請用）の試
験方法の一部見直し 【22年度中措置】 
 


• 住宅・建築物に係る省エネ基準の見直し【23年度中措置】 
 
 


 


再生可能エネルギー 


• 市街化調整区域における風力発電機付随設備に係る設置許可
の柔軟化 【23年度中措置】 
 


• 小水力に係る従属発電に関する許可手続の見直し 
   【23年度中措置】 


 
• ダム水路主任技術者の取扱いの見直し【23年度中検討・措置】 


 
• 緑化地域等における太陽光発電設備導入に係る取扱いの明確


化 【23年度中措置】 
 


• 都市公園における地域冷暖房施設の取扱いの明確化 
   【23年度中措置】 


 
• 下水熱・河川熱等の未利用エネルギーの活用ルールの整備 
      ①下水熱等を利用した熱供給を行う際の手続等の明確化・簡 
     素化【23年度中措置】 
      ②河川水の熱利用のための水利使用許可手続における審 
     査方法等の見直し 【23年度中検討・結論】 
   等 
 


（注）※を付した事項は、「新成長戦略実現に向けた３段構えの 
   経済対策」等において一部又は全部の実施時期を前倒ししたもの。 
 
 
 
 


 
 


 


改革の方向性 
（第二次報告書より抜粋）  


（基本認識） 


○ 国内で調達可能であり、かつ、環境負荷も小さい再生可能エネ
ルギーは、エネルギー・セキュリティの確保、低炭素社会の実
現の観点から、あまねく国民に利益をもたらす公共性の高いも
のである。さらに、東日本大震災とこれに伴う原子力発電所事
故等により、電力供給力が大幅に減尐し、電力需給の逼迫は
極めて深刻な状況に至っており、その国民生活へ不える影響
は甚大なものとなっている。このことからも再生可能エネルギー
の導入拡大の重要性はより一層高まっている。 


○ 再生可能エネルギーの拡大に伴う太陽光発電等の出力丌安
定な分散型電源と需要家側の機器を制御し、安定的な電力
供給を確保する「スマートグリッド」の整備はもとより、熱や未利
用エネルギーも含めたエネルギーを地域単位で統合的に管理
する「スマートコミュニティ」を構築する必要がある。 


○ 世界的な資源制約が顕在化しつつある昨今において、資源の
採取や廃棄に伴う環境への負荷を最小にする循環型社会を
形成していくとともに、低炭素社会の実現に向け、相乗効果を
発揮する取組を推進していく必要性が一層高まっている。 
 
 


 
 
 
 


 
 


 


（改革の方向性） 


○ 再生可能エネルギー設備の設置について、その公共性の高さ
を鑑み、優先的な位置付けを不える等により、当該設備の設
置を柔軟に認める方向で規制の見直しを行うべきである 


○ 次世代自動車の普及に当たっては、企業努力や消貹者の環
境志向の向上等はもちろんのこと、インフラ整備に係る必要な
施策を講じていくことが重要である。したがって、急速充電器設
置に係る電力契約の柔軟な制度運用や、リチウムイオン電池
の取扱いに関する国際基準との整合性確保の観点から改革を
進める。 


○ 「スマートコミュニティ」の実現に向けては、供給側の対応のみ
ならず、需要家が自らのエネルギー需給情報を詳細に把握す
ることにより、需要家の主体的な行動変化を促す必要がある。
したがって、電気料金や需要家情報等について、需要家の選
択肢の拡大に向けた基盤整備のための改革を進める。また、エ
ネルギーの地域単位での最適な利用を促進する観点から、特
定電気事業制度等の電力融通の円滑化についても実効性を
高めるための改革を行う。 


○ ３Ｒを推進するに当たっては、国民や企業などの排出者及び適
正処理を行う事業者全てが、正しい現状認識の下、自らの合
理的な判断によって環境負荷の低減に取り組むことに加え、化
石燃料エネルギーの抑制の観点も含め、最も効率的・効果的
な手法を活用するべきである。 


 


分科会等の成果として過去に閣議決定された事項[グリーンイノベーション分野] 


規制・制度改革に係る方針 
平成23年４月８日 閣議決定 


参考資料１ 


（注）下線・太字は事務局において付記したものである。 







再生可能エネルギー 


• 潜熱回収型給湯器ドレン排水処理に関する行政手続の統一
化 【23年度中措置】 
 


• 温室効果ガス排出量に関する報告の一元化・統一化 
   【23年度中措置】 


 
• 道路への設置許可対象の範囲拡大 
      ①太陽光発電設備を道路占用許可対象物件に追加 
     【23年度中検討・結論】 
      ②電気自動車の充電機器が設置可能対象物件であること 
    を周知 【23年度中措置】 
 
 
 
 
• 電気自動車の急速充電器の設置に係る電力契約の規制の


緩和 【23年度中結論、結論を得次第措置】 
 


• 需要家による再生可能エネルギーの選択肢拡大に向けた部
分供給取引の明確化 【23年度中措置】 
 


• マンション高圧一括受電サービスの普及促進に向けた規制
の見直し、高圧一括受電サービス普及促進に係る電気事業
法に基づく「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」の見
直し 【23年度中調査開始、調査データを収集次第検討】 
 


• 家庭用電気料金メニューの拡充 【23年度中措置】 
 


• 低圧託送料金制度の創設 【23年度中検討・結論、結論を
得次第再生可能エネルギーの買取制度の導入と併せて措
置】 
 


• ガス導管事業の用に供する導管の道路占用許可 【23年度
中検討・結論・措置】 
 


• 行政によるガス工事・通信工事跡の受託復旧貹用の抑制
【23年度中措置】 
 


• ガス事業託送約款料金算定規則における減価償却貹算定
方法の緩和 【23年度中検討・結論、結論を得次第措置】 
 


• 準工業地域におけるバイオガスの製造の適用除外 【23年
度中検討・結論・措置】 
 


スマートコミュニティ 


３R 


• 廃棄物処理施設に係る建築基準法第51条の適用除外 
【23年度中検討・結論・措置】 


 


再生可能エネルギー 


• 補助金返還等の考え方の確認及び運用実態を踏まえた適
切な検討 【23年度中措置】 
 


• 発電水利権許可手続の合理化 【23年度中検討開始等】 
 


• 自然公園内における小水力発電設備設置に係る審査手続
の簡素化 【23年度中措置】 
 


• 農地におけるガス事業の公益特権の整備及び明確化①（仮
設用地利用時の明確化） 【23年度中措置】 
 


• 農地におけるガス事業の公益特権の整備及び明確化②（農
用地区域内の開発行為の明確化） 【23年度中措置】 
 
 
 
 


• リチウムイオン電池の取扱規制の見直し 【23年度検討開始、
24年度結論、結論を得次第措置】 
 


• ガスパイプラインのインフラ整備に資する占用許可要件等の
柔軟化・明確化 【23年度中結論・措置】 


 
 
 


 
• 動脈物流を活用した食品リサイクルの促進 【24年度中検討


開始、25年度中結論】 
 


• 優良事業者による合理的な範囲での再委託の実施 
   【23年度中措置】 


 
• 積替え保管の許可基準の明確化 【23年度中検討開始、結


論を得次第措置】 
 


• 一般廃棄物処理業の許可の更新期間延長 【23年度開始】 
 


• 産業廃棄物処理業者の変更届出規制の合理化 【23年度
中検討開始、結論を得次第措置】 
 


• 微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処理促進の在り方等の見直
し 【23年度中検討開始、結論を得次第措置】 
 


• 自然的原因による汚染土壌の取扱いの見直し 【23年度以
降逐次実施等】 


スマートコミュニティ 


• ガスパイプラインのインフラ整備に資する占用許可要件等の柔軟
化・明確化 


   ①河川 【22年度検討開始、23年度中結論】 
   ②道路（港湾施設） 【22年度検討開始、23年度中結論・措置】 
   ③道路（高速道路） 【23年度中措置】 
   ④公共用地等 【23年度中措置】 


• 民有林における開発許可に係る取扱いの明確化 
   【23年度中措置】 


 
• 国有林野における許可要件・基準の見直し①（貸付要件の見


直し） 【全量固定価格買取制度に係る法案成立後、速やか
に措置等】 
 


• 国有林野における許可要件・基準の見直し②（許可要件の明
確化） 【23年度中検討・結論】 
 


• 保安林における許可要件・基準の見直し 【23年度中検討開
始、24年度措置等】 
 


• 農地における開発に係る取扱いの周知①（発電設備の設置） 
【23年度中措置】 
 


• 農地における開発に係る取扱いの周知②（送電用電気工作
物等の設置） 【23年度中措置】 
 


• 農用地区域内における開発に係る取扱いの周知 
    【23年度中措置】 


 
• 農地法面を利活用した太陽光発電設備設置に係る基準の見


直し 【23年度中措置】 
 


３R 


規制・制度改革に係る方針 
平成23年４月８日 閣議決定 


規制・制度改革に係る方針 
平成23年４月８日 閣議決定 


規制・制度改革に係る追加方針 
平成23年７月22日 閣議決定 


規制・制度改革に係る追加方針 
平成23年７月22日 閣議決定 







分科会等の成果として過去に閣議決定された事項[ライフイノベーション分野] 


規制・制度改革に係る対処方針 
平成22年６月18日  閣議決定  


• ＥＰＡに基づく看護師、介護福祉士候補者への配慮（受験回数、
試験問題の漢字へのルビ等） 【22年度中措置等】 


• ワクチン政策の見直し 【22年度検討開始】 
• 医行為の範囲の明確化（診療看護師資格の新設） 
【22年度中検討開始、24年度中に結論】 
 
 


 


 


 


介 護 


• 医行為の範囲の明確化（介護職による痰の吸引、胃ろう処置の
解禁等） 【22年度中措置等】 


• 特別養護老人ホームへの民間参入拡大（運営主体規制の見直
し） 【22 年度中検討開始等】 


• 介護施設等の総量規制を後押ししている参酌標準の撤廃 
  【22年10月中措置】※ 
• 訪問介護サービスにおける人員・設備に関する基準の緩和
（サービス提供責任者の配置基準） 【23年度中検討・結論】 


• 高齢者用パーソナルモビリティの公道での使用 
【22年度検討開始】 


 
 


規制・制度改革に係る方針 
平成23年４月８日 閣議決定 


• 訪問介護など居宅サービスにおける運営基準等の解釈の標準
化 【23年度中措置】 


• 障害者自立支援法の移動支援事業（地域生活支援事業）を居
宅介護事業者が行う際の人員要件の見直し 
【23年度中検討・結論、結論を得次第措置】 


• 障害者の雇用・就労促進のための多様な働き方の支援策の強
化 【23年度中検討、24年度中を目途に結論】 


 
 


改革の方向性 
（第二次報告書より抜粋）  


医 療 
○ 医療における地域主権の推進等を通じ、医療者の自律と主体


的な経営を目指すとともに、医療資源の一層の適正配置と有効
活用を図ることが必要。 


○ 開かれた医療を実現し、グローバリゼーションの促進と国民から
みて透明性の高い制度改革を進めることが必要。 


○ イノベーションにより、周辺産業も含め医療産業を成長させること
で、国際競争力を強化し、質の高い医療を提供できる体制を構
築することが必要。 


 
 
 


 
 


 


介 護 
○ 介護はライフサポートサービスであり、介護保険はその一翼を


担っているにすぎない。今後の成長分野として、生活に密着した
産業として発展していくことが必要。 


○ 施設サービスか居宅サービスかという視点ではなく、生活の場と
しての住まいと必要なサービスという観点で柔軟に制度を再構
築することが必要。 


○ サービスの受け手も個々の能力に応じて社会に参画するという
視点で利用者本位のサービス提供を推進していくことが必要。 


 
 


 
 


 


保 育 
○ 将来を担うすべての子どもたちの成長を支える子育て支援を充実さ


せるために、保育分野の制度改革については、「子ども・子育て新シ
ステム」構想として中長期的な方向性が打ち出されているところで
あるが、利用者ニーズに即した子育てサービスを実現するために、
多様な事業体の参入を促進するとともに、より柔軟な事業運営及
びイコールフッティングを図る観点から、新システム導入を待たずに
実現可能な改革を前倒しで実行することが必要。 


 
 


 


規制・制度改革に係る対処方針 
平成22年６月18日  閣議決定  


医 療 
• 保険外併用療養の範囲拡大 【22年度中に結論】 
• 再生医療の推進 【22年度中に結論】 
• ドラッグラグ、デバイスラグの更なる解消 【22年度中措置等】※ 
• 未承認の医療技術、医薬品、医療機器等に関する情報提供の
明確化 【22年度中に結論】 


• レセプト等医療データの利活用促進（傷病名統一、診療年月日
記載など様式改善等） 【22年度中措置等】 


• ＩＣＴの利活用促進（遠隔医療、特定健診保健指導） 
【22年度中措置等】 


• 救急患者の搬送・受入実態の見える化  【22年度検討開始】 
• 「内外に開かれた医療先進国・日本」に係る査証発給要件等の
緩和・外国人医師の国内診療等 
－医療のために来日する外国人を受け入れる国際医療交流へ
の取組等－   【22年中措置等】※ 


 


 


 


規制・制度改革に係る方針 
平成23年４月８日 閣議決定 


• 医療法人の再生支援・合併における諸規制の見直し 
【23年度措置等】 


• 医師不足解消のための教育規制改革  【23年度措置】 
• 医療行為の無過失補償制度の導入 【23年度検討開始】 
• 希少疾病用医療機器の市場導入促進に向けた制度の整備 
【23年度検討、24年度措置】 


• 医療機器の改良改善に係る一部変更承認申請不要範囲の拡
大  【23年度検討、結論】 


• 医療機器における品目ごとのＱＭＳ調査制度の見直し  
【23年度措置】 


• 医薬品・医療機器におけるイノベーションの適切な評価の実施 
【23年度検討、結論】 


医 療 


介 護 
• 施設・入所系サービスの再編  【23年度中措置等】 
• 居宅サービス事業所における統合サービスの運営 
【23年度中検討・結論】 


• 特別養護老人ホームの医療体制の改善 【23年度中措置】 
• 介護保険の指定を受けた事業所の活用 【23年度中措置】 
• 給付限度額を超えて利用する場合の利用者負担の見直し 
【23年度中検討・結論、結論を得次第措置】 


• 「介護サービス情報の公表」制度の見直し 【23年度中措置】 


• 安心こども基金の補助対象範囲の拡大等  
【23年度中検討・結論】 


• 放課後児童クラブの開所時間の延長 【23年度措置】 
• 駅中保育施設整備に係る規制緩和 
【22年度検討開始、できるだけ早期に結論】 
 


保 育 


規制・制度改革に係る追加方針 
平成23年７月22日 閣議決定 


• 地域医療計画における基準病床等の見直し 【23年度措置等】 
• 救急救命士のニーズの把握 【24年度措置】 
• 高額療養費制度の見直し 【24年度措置等】 
• 一般用医薬品のインターネット等販売規制の見直し 
【23年度検討開始等】 


• 医薬品及び医療機器の審査手続の見直し 
【23年度検討・結論、23年度以降順次措置】 


医 療 


介 護 
• 地域における包括的サービスにおける事業者間連携の柔軟化 
【23年度以降検討】 


• ショートステイに係る基準の見直し 
【23年度中検討・結論、24年度措置等】 


• 地域密着型サービス利用の例外の適用の見直し 
【23年度中措置】 


• ホテルコスト・補足給付の適正化 【23年度以降検討】 
• 訪問看護ステーションの開業要件の見直し【23年度検討・結論】 


保 育 


• 社会福祉法人以外の保育所運営事業者の会計報告手続の簡
素化 
【子ども・子育て新システム実施時を目途に措置】 


• 保育所運営費の使途制限の見直し 
【子ども・子育て新システム実施時を目途に措置】 


• 保育士試験受験要件等の見直し 
【子ども・子育て新システム実施時を目途に措置】 
 


（注）※を付した事項は、「新成長戦略実現に向けた３段構えの 
   経済対策」等において一部又は全部の実施時期を前倒ししたもの。 
 
 
 
 


 
 


 


（注）下線・太字は事務局において付記したものである。 








分科会等の成果として過去に閣議決定された事項[農林・地域活性化分野]（農業） 


規制・制度改革に係る対処方針 
平成22年６月18日  閣議決定  


＜新規参入の促進及び農地の確保と有効利用＞ 
• 農業生産法人の要件（資本、事業、役員）の更なる緩和 
【23年度中検討開始、できる限り早期に結論】 


 
• 農業委員会の在り方の見直し（客観性・中立性の向上）  
  【23年度中検討開始、できる限り早期に結論】 
 
• 農業振興地域の整備に関する法律の見直し＜農振法施行
規則第４条の４第１項第27号の廃止の検討＞【逐次実施】 
 


• 農地の賃借の許可の迅速化【22年度中措置】 


 


 


 


＜農業支援機関＞ 
• 農業協同組合等に対する独占禁止法の適用除外の見直し 
【22年度中検討・結論等】 
 


• 農協に対する金融庁検査・公認会計士監査の実施  
   【22年度中検討・結論等】 
 
• 新規農協成立の弾力化（地区重複農協設立等に係る「農
協中央会協議」条項） 【22年度中検討・結論】 


 
• 農地を所有している非農家の組合員資格保有という農協法
の理念に違反している状況の解消 【逐次実施等】 


 
• 農業協同組合・土地改良区・農業共済組合の役員への国
会議員等の就任禁止 【22年度中措置】 


 
 ＜事業阻害要因の除去＞ 


• 農業共済の見直し（コメ・麦に係る強制加入制の見直し） 
 【戸別所得補償制度の本格実施の検討と併せて検討開始、 
  できる限り早期に結論】 


 
• 堆肥の流通自由化等に向けた肥料取締法の改正（告示の改
正） 【22年度中目途に結論】 
 


• 市街化調整区域の直売所の面積用途制限の緩和（地域再
生・六次産業化） 【22年度中着手】 
 


• 農地法の規制緩和について＜農業振興目的（体験型農業施
設駐車場等）での転用規制の緩和＞【逐次実施】 
 


• 畜産の新規事業実施についての問題点＜地元の協力の要件
の明確化＞ 【23年度中措置】 


 
• 食品表示制度の見直し（食用油に係る原料原産地表示の導
入等） 【22年度検討開始】 


 
• 米の農産物検査法（「年産」や「品種」の表示）のあり方につい
て＜一定の場合に農産物検査法の証明を省略して年産・品
種を表示可能に＞ 


  【22年度検討開始・できる限り早期に結論等】 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


規制・制度改革に係る追加方針 
平成23年７月22日 閣議決定 


• 認定農業者制度の見直し【23年度中措置】 
 
• 我が国酪農の競争力強化のための見直し 
  ①全量委託の例外（生産者団体に部分的に販売委託し、 
   それ以外は自己処理し販売を認める）の拡大 
  ②意欲ある生産者やその団体の多様な活動を促す 
  【23年度中検討・結論】 


 
• 国家貿易制度の見直し 
  【麦については23年度に「食と農林漁業の再生実現会議」 
  等の議論の状況に応じ検討を開始し、その後、速やかに 
  結論。乳製品については23年中措置。】 


• 農協の農業関係事業部門の自立等による農業経営支援機能の強
化 


  ①農業関係事業部門の自立への取組を進める 
  【23年度以降順次計画策定、以降計画に沿って措置】 
  ②農協の経営力強化【23年度中措置】 


 
• 契約野菜安定供給事業の対象農家の範囲拡大 
  【23年度中措置等】 


 
• 農林水産業信用保証保険制度と中小企業信用保険制度の連携
強化による資金供給の円滑化 


  【23年度中措置等】 
 
• 土地改良事業の効率化  【23年度中措置】 
 
 
 
 
 


• 農業用施設用地の大規模野菜生産施設等建築による農地転用
基準の見直し 


  【23年度中検討開始、24年度中に結論】 
 
• 農地基本台帳整備の促進  【23年度上期措置】 


 
• 市民農園開設に係る基準の見直し 【23年中措置】 
 
 
 


• 有害鳥獣捕獲に係る基準の見直し 【23年度中措置等】 
 
• 有害鳥獣捕獲の促進 
  【23年度検討開始、できる限り早期に措置】 


 
• EU諸国からの牛、羊、ヤギ由来のレンネットの輸入禁止の解除 
【23年度中検討・結論】 


   ※本件のみ平成23年４月８日閣議決定事項 
 
 


 
 


＜優良農地の確保と有効利用等の国土資源の合理的
利用の促進＞ 


＜農林業の持続可能なビジネス化、成長産業化に向けて
の制度の整備（農林業支援組織等の見直し含む）＞ 


改革の方向性 
（第二次報告書より抜粋）  


【農業】 
（基本認識） 


○ 農山漁村においては、尐子高齢化の進行がとりわけ急速であり、
後継者丌足は、地域産業の維持・発展を図る上でのみならず、
コミュニティ機能の維持の面でも深刻な問題である。 
 


○ 我が国の農業がビジネスチャンスにあふれた魅力ある成長産
業、安心・安全な食料を求める国内外のニーズを取り込めるグ
ローバル産業へと転換するためには、足かせとなっている様々
な規制・制度を見直し、改革を進めて新規参入の促進、生産・
資材・流通分野の多様なセクター間の連携強化、市場メカニズ
ムに基づいた健全な競争環境の整備を進めるとともに、農業経
営体の経営力強化と社会的生産資源としての農地の保全を図
る必要がある。 


 
 
 
 
 


 
 


 


（改革の方向性） 


○ 農業の成長産業化のための政策展開に当たっては、農業経営
の多層性と多様性を十分に認識した各層ごとの明確なビジョン
を示すことが肝要である。さらに、そのビジョンの実現のために農
業経営者の意思を尊重した選択肢の多様化を図るとともに、自
立的経営を促進するために各層ごとの的確な施策を展開すべ
きである。すなわち、従前からの画一的な補助金交付を中心と
した農業経営の自立を阻害する保護主義的政策からの転換を
目指し、地域の主体的自立を促すための地方への権限及び財
源の移管を進めることが必要となる。 


 
○ 農地の流動化の促進及び農業の成長産業化により、国民の食


を支える基盤である優良農地の保全を確実に行うべきであり、
この観点から必要な制度の見直しを運用面の改善も含めて行
うべきである。 


  
○ 具体的には、農業委員会の在り方の抜本的見直しによる農地


転用の運用の厳格化、農地のゾーニングの適正化、農地所有
権・耕作権の流動化と効率的集積の促進（丌適正利用農地の
所有コストの付加措置、所有権・耕作権を手放す場合の農地
の原状回復の義務化、離農による耕作権移転に向けたインセ
ンティブ導入等）等の施策を講ずるべきである。 
 


○ 農地に係る規制・制度の議論においては、農地を単なる個人
資産としてだけではなく、我が国の食料安全保障（生産力維
持）の基盤となる社会的・国民的資源として捉え、農地の保全
に重点を置いた制度設計が必要である。 


 
 
 
 


 
 


 


（注）下線・太字は事務局において付記したものである。 







分科会等の成果として過去に閣議決定された事項[農林・地域活性化分野]（林業・水産業・地域活性化） 


規制・制度改革に係る対処方針 
平成22年６月18日  閣議決定  


【地域活性化】 
 
• ＰＦＩの拡大に向けた制度改善 【22年度検討・結論】 


 


 


 


 


【地域活性化】 


• 稼働中の産業遺産の世界遺産への登録 
  【22年度中に検討を開始し、23年度中できる限り早期に結論】 


 
• かやぶき屋根等木造建築物に関する建築基準法の緩和 
  【23年度検討・結論・措置】 
 
• 河川護岸の整備や人道橋の設置における仕組みの整備等 
【23年度検討開始等】 


 
 


規制・制度改革に係る追加方針 
平成23年７月22日 閣議決定 


• 保安林制度に係る指定施業要件変更の迅速化 
  【23年中措置】 


 
• 林業経営に係る許認可・届出等の簡素化 
  【23年中検討・結論】 
 
• 林業用種苗の見直し  【23年中措置等】 


 
• 森林簿等の整備・民間利用の促進  【23年度中措置】 


 
 
 
 


• 水産資源の回復のための資源管理の強化 
  【できるだけ早期に措置】 
 
• 資源管理制度の見直し 
  【できるだけ早期に措置】 


 
• 漁業協同組合経営の透明化・健全化の実現 
  【できるだけ早期に措置】 
 
• 養殖管理の適正化 
  【できるだけ早期に措置】 
 


 
 


【林業】 


改革の方向性 
（第二次報告書より抜粋）  


【地域活性化】（基本認識） 
○ 地方都市においては、アジア諸国の台頭による国際競争の激


化や円高の進展により企業立地における優位性が喪失し、更
に公共事業の削減等によって地元の経済活動が低迷している。
この結果、地域産業の弱体化、雇用・就業機会の減尐を招い
ている。 


○ それぞれの地域の課題を克服し、地域の活性化を図るために
は、地域の特性に応じて、地方公共団体や住民等が創意工夫
によって地域資源の活用を図ることが重要である。 


 
 
 


 
 


 


（改革の方向性） 
○ それぞれの地域にはその土地固有の歴史、文化、芸術、自然


など独自の魅力を発する資源がある。そうした地域資源が十分
に活用されていない。既存の規制・制度を見直し、それらの地
域資源を最大限活用するための仕組みを住民、事業者、NPO、
地方自治体等が一体となって創り上げることが、地域活性化の
ための第一歩となる。 


○ 新たな需要を創出する上では、訪日外国人旅行客の誘致に大
きな潜在力がある。 


  
 
 
 


 
 


 


規制・制度改革に係る方針 
平成23年４月８日 閣議決定 


• 道路使用許可等の弾力的運用及び申請手続の簡素化 
  【23年度検討・結論】 
 
• アーケードに添架する装飾等の運用の緩和 
  【23年度検討・結論・措置】 
 
 


 
 


 
 


• 観光目的の船舶（20t以上）の検査及び設備の設置要件の緩和 
  【23年度検討・結論】 


 
• 旅客船事業における航路申請に係る届出範囲の拡大【23年度検討 
                                                                                 開始】 
 


 


 
 


• 着地型観光に即した各種業規制の見直し ー旅行業法 第３種旅行
業者の適用除外等ー 【23年度検討・結論】 


 
• 酒類の卸売業免許の要件緩和【23年度検討・結論】 
 
• 商店街振興組合の活性化【23年度措置】 
 
• 中心市街地活性化基本計画における計画期間の緩和 
  【23年度検討・結論】 


 
• 大規模集客施設の郊外立地抑制について【23年度措置】 
 


 
 


 
 


＜魅力ある資源＞ 


 
• コミュニティを支える中小企業の資金調達の多様化【23年度措置】 
 
• 大気汚染及び水質汚濁の原因となり得る特定工場の立地段階に 
   必要となる手続の迅速化 【23年度措置】 


 
• 工場の建て替え時に必要となる緑地面積率規定の在り方  
   【23年度検討・結論】 


 
• 地域のコンビナートにおいて協業を進める上で障害となる規制の 
   見直し 【23年度措置】 


 
• ＰＰＰ/ＰＦＩ制度の積極的な活用【22年度検討・23年度結論等】 


 


 
 


＜地域産業＞ 


• 中国人訪日査証の要件等の見直し 【23年度措置】 
 


• 国際線の入国時の税関検査の簡素化 【23年度措置】 
 
 


 
 


 
 


＜外国人旅行客誘致＞ 


【水産業】 


【林業】（改革の方向性） 


○ 山林においては、豊富な森林資源がありながら、林業の生産性
が低く資源を十分に活用できていない。一方、森林保全に必要
な規制が欠けているため、無秩序な皆伐がなされたり、必要な
間伐が行われず放置されていたりするなど、国土保全の上でも
問題を引き起こしている。 


○ 上記問題を解決するために、森林・林業の再生を森林所有者
の施業意思に委ねるだけでなく、効率的に林業を行えば事業と
して成り立ちうる山林と、条件が厳しく事業としての林業が成立
しにくい山林とを区別し、それぞれに合った手だてを講じる必要
がある。 


○ あわせて、実効性ある森林の保全・整備ルール等の策定が必
要である。 


 
 


 
 


 


【水産業】（基本認識） 
○ 水産資源の状態が極めて悪化しており、就業者数や生産金額


の減尐が進んでいるなど、衰退が止まらない状況にあるが、資
源の悪化が漁業経営、後継者、加工、流通、販売、消費など、
あらゆる面に影響を及ぼしている。 


 
 


 
 


 


（改革の方向性） 
○ 水産業の再生のために、第一に取り組むべきことは、水産資源


の回復である。これまでの政策下で生じた資源の悪化と過剰漁
獲の要因である過剰投資を断ち切ることである。 


○ （中略）養殖制度の見直しである。養殖業の持続的な発展のた
めには、適切な海洋環境の保全や養殖種苗の調達源の水産
資源を維持することが重要である。 


（注）下線・太字は事務局において付記したものである。 







分科会等の成果として過去に閣議決定された事項[人材分野] 


規制・制度改革に係る対処方針 
平成22年６月18日  閣議決定  


• 高度外国人材の受入促進のためのポイント制
度の導入【22年度中検討・結論等】 


 


 


 


• インターナショナル・スクールに関する制度の改
善【23年度措置】 


 
• 高度外国人材が両親を帯同させることができる
制度の整備 【23年度検討・結論】 


 
• 海外大学新卒者への在留資格認定証明書交
付手続の迅速化 【23年度検討・結論】 
 


• 「パッケージ型インフラの海外展開」に対応した、
在留資格「研修」の見直し【23年度措置】 
 


• 我が国の介護福祉士の国家資格を取得した外
国人が就労可能となる制度の整備【逐次検討】 
 


• 在留資格「投資・経営」の基準の明確化 
  【23年度措置】 
 
• 査証の発給要件の見直し等 
  【23年度検討・結論】 


 


 
 
 
 


改革の方向性 
（第二次報告書より抜粋）  


（基本認識） 


○ 景気の低迷や少子高齢化に伴って閉塞感すら
漂っている現在の我が国の社会・経済情勢にお
いては、世界各国とのヒト・モノ・カネの流れを円
滑化しつつ、我が国企業・産業の競争力を強化
することにより、社会・経済の活性化とそれによる
国民生活の向上を目指し、我が国の活力を取り
戻していくべきである。 
 


 
 


 


（改革の方向性） 


○ 就労環境等の整備 
  我が国での滞在に適さない外国人の増加や、在 
  留資格制度の悪用といった弊害に配慮しつつも、 
  真に我が国の社会・経済の活性化への貢献が 
  期待される外国人材の活用に資するという観点 
  から、他国に後れることなく、在留資格の整備を 
  含めた外国人材が就労しやすい制度の整備を 
  推進していくべきである。 
 
○ 生活環境等の整備 
  外国人材の活用という観点から、他国に後れを 
  とることのないよう、外国人材の受入れの際の手 
  続の簡素化、その家族も含めて外国人材が安 
  全・安心な生活を送れるような環境の整備を推 
  進していくべきである。 
 
 
 
 
 


 
 


 


外国人材の受入促進 外国人材の受入促進 


規制・制度改革に係る方針 
平成23年４月８日 閣議決定 


（注）下線・太字は事務局において付記したものである。 








分科会等の成果として過去に閣議決定された事項[物流・運輸分野] 


規制・制度改革に係る対処方針 
平成22年６月18日  閣議決定 


貿易関連手続の見直し 


・輸出通関における保税搬入原則の見直し 
 【22年度検討・結論・23年通常国会へ法案提出等】※ 


運輸サービス事業者の国際競争力向上 


規制・制度改革に係る追加方針 
平成23年７月22日 閣議決定 


改革の方向性 
（第二次報告書より抜粋）  


（基本認識） 


○  世界経済のグローバル化が進展し、ヒト、モノが


国境を越えて大きく移動する中、グローバル化を積


極的に推進することで日本経済も成長を遂げてきた。


我が国が国際競争力強化を図り、世界、とりわけ成


長センターであるアジアの中で重要な役割を担って


いくためには、アジアを中心に世界とのヒト・モノ


の流れの更なる拡大が不可欠であり、その流れの阻


害要因となっている物流・運輸分野の規制を大胆に


見直すことが必要である。 
 


 


 


 


（改革の方向性） 


○ 貿易関連手続における国際的な流れに対応した制度
の確立        


     国際物流においては、ＩＴ化の進展により、先進 
    諸国は「モノ」への管理から「情報」による管理へ 
    とシフトするなど、リードタイム短縮及び物流コス 
    ト削減への取組が進展している。我が国も貿易関連 
    手続の意義・効果を不断に検証し、国際的な流れに 
    対応した制度を確立していくことが必要である。 
 


○ 世界とのヒト・モノの流れの拡大に向けた環境整備   
     外国人観光客やビジネスマン等のヒトの流れやモ 
    ノの流れの拡大とともに、それを支える運輸サービ 
    ス事業者の国際競争力向上及び利用者利便の向上に 
    資するべく、航空分野等における交通インフラの運 
    用体制の改革、社会変革や技術革新に対応した規制 
    の見直し等による事業活動の効率化・活性化を目指 
    した取組が必要である。 
 


○   なお、上記の取組に当たっては、交通インフラ利用
者等の安全・安心の確保、国際的な平和及び安全の
維持を目的とした合理的なセキュリティ基準の確保
に十分に配慮する必要がある。 


＜海運＞ 


・内航海運暫定措置事業の廃止【22年度検討・結論等】 
 
・外航海運に関する独占禁止法適用除外制度の見直し 
 【22年度検討】 


 


運輸サービス事業者の国際競争力向上 交通インフラ運用体制の改革 


・リターナブルパレット等の関税免除手続の改善 
 【23年度検討・結論】 
 
・安全保障貿易管理制度における該非判定の事前相談制度 
 の利便性の向上【23年度検討・結論・措置】 
 
・法令遵守優良企業による海外グループ会社に対する貨物の 
 輸出等に係る許可の手続の簡素化  
 【23年度検討・結論・措置】 
 
・認定事業者（ＡＥＯ）制度の改善 
 【23年度検討・結論等】 
 
・営業区域外における通関業務の取扱いの緩和 
 【23年度検討・結論】 
 
・経済連携協定に基づく特定原産地証明制度の利便性の向上 
 【23年度措置等】 
 
・ＣＩＱの合理化【23年度検討・結論】 


＜海運＞ 


・水先制度の改革  【逐次実施】 
 


・沿海航行区域の拡大【23年度措置等】 


＜航空＞ 


・ビジネスジェットの利用促進に資する規制の見直し【23年度検
討・結論】 
 


・米国、欧州等先進国との航空機材、乗員資格等に関する相
互承認の推進【23年度以降継続実施】 


 


＜海運＞ 
・海上交通安全法航路における制限速力の見直し 
 【23年度早期に検討開始。結論を得次第措置】 
 
・内航旅客船の船舶検査制度の見直し、簡素化 
 【23年度検討・結論】 


＜航空＞ 


・航空交渉の多国間化【23年度以降引き続き実施】 
 


・空港運営の在り方の見直し【23年度早期に結論等】 
 


・空港発着枠の配分への市場メカニズムの導入【23年度検
討・結論】 


・空港の容量拡大、機能強化のための取組・推進【23年度
以降継続検討】 


＜陸運＞ 
・45フィートコンテナ運送に係る環境整備 
 【23年度検討開始】 
 
・国際コンテナの国内利用の促進【23年度措置等】 


規制・制度改革に係る方針 
平成23年４月８日 閣議決定 


貿易関連手続の見直し 


規制・制度改革に係る方針 
平成23年４月８日 閣議決定 


貿易関連手続の見直し 
・国際航空協定に関する独占禁止法適用除外制度の見直
し【24年度検討】 


（注）※を付した事項は、「新成長戦略実現に向けた３段構え 
   の経済対策」において実施時期を前倒ししたもの。 
 
 
 
 


 
 


 


（注）下線・太字は事務局において付記したものである。 







 
• 社債市場の活性化及び国際化の推進（社債以外の債務
に付与されるコベナンツ情報の開示） 


  【23年度検討、24年度結論】 
 
• 社債市場の活性化及び国際化の推進（社債管理者の設
置） 


  【23年度検討・結論】 
 


• デリバティブ取引規制の運用（清算機関（ＣＣＰ）・取引情
報蓄積機関制度の細目の検討） 


  【24年度措置】 
 
• 金融商品取引法に基づく単体財務諸表開示の簡素化 
  【24年検討開始】 
 
• 有価証券報告書提出銀行の場合の決算公告の免除 
  【23年度検討・結論】 
 
• 異種リスクの含まれないイスラム金融に該当する受与信
取引等の銀行本体への解禁【23年度調査】 


 
• 貿易保険関連分野（取引信用保険）における民間事業
者の事業機会拡大（再保険の引受け） 


  【23年度より措置】 
 
• 投資法人における「減資」制度の導入 
  【25年度結論】 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


• 政策金融機関等の私的整理時における債権放棄の制
度構築【23年度検討開始】 


 
• 協調リースの集団投資スキーム持分の適用除外要件の
明確化 


  【23年度調査・検討・結論】 


 


分科会等の成果として過去に閣議決定された事項[金融分野] 


改革の方向性 
（第二次報告書より抜粋）  


（基本認識） 


○日本の経済成長はバブル崩壊後、約20年にわたり 
 極めて低い水準にとどまり、現在も閉塞状況におか 
 れている。日本経済が立ち直り、「強い経済」を実現 
 するために、金融分野に求められているのは、①実 
 体経済、企業のバックアップ役としてそのサポートを 
 行うこと、②金融産業自身が成長産業として経済を 
 リードすることにより、｢グリーン･イノベーション｣、｢ライ 
 フ･イノベーション｣、｢アジア経済｣、｢観光･地域｣とい 
 った成長分野を支える基盤となることである。 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 


 


（改革の方向性） 


○我が国企業の成長、再生支援 
 我が国企業、産業の成長ないし再生を促進すべく、 
 多様かつ円滑な資金調達を可能とするような制度 
 の見直し等を行うべきである。 
   
○市場や取引所の整備、活性化等 
 金融産業自身も成長産業として発展できるよう、市  
 場や取引所の整備並びに活性化を行うとともに、各 
 種開示手続等の整理、簡素化を行うべきである。 
 
○質の高いサービス提供のためのグループ経営円滑化 
 金融機関のグループ化が進展する中、金融グループ 
 が自ら創意工夫を凝らしながら、グループ全体として顧 
 客に対し提供より質の高いサービスをすることができる 
 よう、組織再編、業務範囲規制等についての金融法制 
 の改革を進め、ユーザーにとって信頼できる利便性の 
 高い金融産業を構築することにより、金融市場と金融 
 産業の国際競争力を高めていくべきである。 
 
 
 
 
 


 
 


 


我が国企業の成長、再生支援 


 
• 特定融資枠契約（コミットメントライン）の借主の対象範
囲の拡大 【22年度調査・検討・結論】 


  ＊平成22年6月18日閣議決定 
 
 
 


 
• 金融商品取引法による四半期報告の簡素化 
  【22年度検討・結論】 
 
 
 
 
• 「新しい公共」を支える金融スキームの拡充（ＮＰＯバン
クを通じたＮＰＯ等の資金調達円滑化） 


  【22年度措置】 
 
• 「新しい公共」を支える金融スキームの拡充（いわゆる信
用生協の業務範囲等に関する規制緩和） 


   【22年度措置】 
 
 
 
 


 


 


 


市場や取引所の整備、活性化等 


規制・制度改革に係る対処方針 
平成22年６月18日 閣議決定          


質の高いサービス提供のためのグループ経営円滑化 


• 銀行の子会社の業務範囲の拡大（リース子会社等の収
入制限の緩和）  


  【23年度検討・結論】 
 
• 企業グループの組織再編に資する規制の見直し 
 （１）保険契約の包括移転に係る規制についての検討 
   【23年度検討】 
 
• 企業グループの組織再編に資する規制の見直し 
 （２）保険募集人等の委託の在り方の見直し 
  【23年度検討】 


 


 


 


その他 


我が国企業の成長、再生支援 


市場や取引所の整備、活性化等 


規制・制度改革に係る方針 
平成23年４月８日 閣議決定 


規制・制度改革に係る方針 
平成23年４月８日 閣議決定 


（注）下線・太字は事務局において付記したものである。 







分科会等の成果として過去に閣議決定された事項[ＩＴ分野] 


改革の方向性 
（第二次報告書より抜粋）  


（基本認識） 


○ ＩＴは、情報通信産業にとどまらず、およそ全ての産業の生産性
向上、国民生活の質的向上のツールになり得るものである。こ
こで強調すべきは、ＩＴは、コミュニケーションの手段として、ビジ
ネスを効率化する手段として、新たなビジネスを生み出す手段
として、個人が社会に参画する手段として、個人が自己実現を
図る手段として、政府の効率化を図る手段として、国際的な交
流を図る手段として等、その応用可能性は極めて高いというこ
とである。 
 


○ 特に、ＩＴにおける個人参加の可能性と、ＩＴ技術の進歩と革新の
速さ、さらにはＩＴが生来の性質として持ち合わせている越境性
（ボーダレス）とを合わせて考えれば、ＩＴ分野を切り口とした経
済社会の変革、いわゆるＩＴ革命は、まさに今現在も、世界中の
あらゆる空間で進行しているということである。 
 


○ ＩＴ全盛の時代においては、既存の世界の比較優位構造が大き
く覆る可能性があることを認識し、我が国は、そのＩＴのインフラ
整備及びその利活用に関し、世界の後塵を拝す可能性がある
という危機感を共有し、一方で、我が国の産業や国民が持つ競
争力・潜在力はかなり高く、ＩＴを通じて、その競争力・潜在力を
どのように顕在化させていくべきか、という問題意識の設定が重
要である。 
 
 


 
 
 
 


 
 


 


（改革の方向性） 


○ 利用者本位の市場環境整備  
   サイバー空間の主役は、消費者、サービス業、コンテンツ産   
   業や様々な製造業など「広義の利用者」である。こうしたユー 
   ザーに対して、高度なネットワークサービスが多数提供され、 
   ユーザー自らの利用形態に合わせて、自由に選択できる環境 
   を整えるという発想が丌可欠である。 
 
○ 健全な事業者間競争のための環境整備  
   競争環境の整備という視点から見て有効ではない手段や、社    
   会変革や技術革新に対応していない規制に関しては、民間の 
   創意工夫を阻害しかねないので、早急に見直す必要がある。 
 
○ ネットワークサービスの高度化・低廉化による国民利益の増大 
   国際的な競争環境が広がる中で、事業者がより高度で低廉な 
   ネットワークサービスを提供することにより、結果的に国民利益 
   の増大が実現するという好循環を形成すべきである。 
 
 
 


 
 


 


光ファイバー等の有線網構築に係る制度見直し 


• 道路占用手続における引込線の取扱いの明確化  
  【23年度中措置】 
 
• 河川占用申請書・港湾占用申請書の申請様式の統一化、電
子化  【23年度検討・結論・措置等】 


 
• 国立公園の景観対策に関する許可基準の周知・徹底 
  【23年度早期措置】 


 
• 河川占用標識板の掲示義務の一部緩和等 
  【23年度早期措置】 


 
• 公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの見直し 
  【23年度検討・結論】 


 
• 光ファイバーケーブルの部分開放ルールの整備（引込区間の
開放） 【23年度検討・結論】 
 


• 有線電気通信法における設置手続の簡素化・電子化 
  【23年度検討・結論】 


 
• 有線電気通信法における卸供給事業者の扱いの改善につい
て 【23年度早期措置】 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


ＩＰ（インターネットプロトコル）普及に即した制度見直し 
• 電気通信分野におけるユニバーサルサービスの考え方の基本
的転換  【23年度措置】 


 
• ＩＰ電話の品質基準の見直し 
   【23年度検討、国際標準化の結果を踏まえて結論】 
 
• 固定電話における番号提供条件（番号区画）の見直し 
  【23年度検討・結論】 


 
• 無線ＩＰ電話への電話番号付不の実現 
  【23年度早期措置】 


 
• 携帯電話の番号要件に係るＮＴＴ東西との直接接続条件の見
直し  【23年度検討・結論・措置】 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


電波の有効利用等に関する制度見直し 


• 無線局免許状の管理・保管の負担軽減  
  【23年度検討・結論】 
 
• 無線局の設置場所についての記載方法の簡素化 
   【23年度早期措置】 
 
• 無線局の開局目的の簡素化 
  【23年度検討・結論】 


 
• 携帯電話エリア整備事業（伝送路）における各種申請手続の
簡素化  【23年度検討・結論】 
 


• 携帯電話の効率的エリア拡充に向けたネットワークシェアリング
のためのルール整備  【23年度検討・結論】 
 


• 電波の医療機器への影響に関するガイドラインにおける携帯電
話分類の明確化  【23年度検討・結論】 
 


• 航空機に搭載された無線装置の定期検査の簡素化 
  【23年度検討・結論】 


 
• 船級協会が交付する条約証書の裏書業務の追加 
  【23年度以降できる限り早期に措置】 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


ＩＴの利活用に係る制度見直し 
  （※ＩＴの利活用については、ＩＴ戦略本部が主担当で取り組み） 


• 学術用途における権利制限の在り方の検討 
  【23年度検討・結論】 
 
• 自動車関連情報のＩＴ化 
   【23年度検討、結論】 
 
• ＩＴの活用による都市開発のワンストップ化 
  【23年度検討・結論】 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


規制・制度改革に係る方針 
平成23年４月８日 閣議決定 


規制・制度改革に係る方針 
平成23年４月８日 閣議決定 


（注）下線・太字は事務局において付記したものである。 








 
 
 
 
 


分科会等の成果として過去に閣議決定された事項[住宅・土地／その他分野] 


規制・制度改革に係る対処方針 
平成22年６月18日  閣議決定  


住宅・土地 
 • 容積率の緩和【22年度検討・結論・措置】※ 


 
• 既存丌適格建築物の活用のための建築基準法の見直
し【22年度検討・結論】 


 
• 建築確認・審査手続きの簡素化【22年度中検討・結論、
可能な限り早期に措置等】※ 


 


 


 
 


 


 
 
 
 
 
 


 
 


 


改革の方向性（住宅・土地分野） 
（第二次報告書より抜粋）  


（基本認識） 


○ 少子高齢化、厳しい雇用情勢や円高など、現在の社会経済情
勢下においては、新しい投資が行われやすい社会を創ることが
重要である。経済波及効果が高い住宅・まちづくり分野において
も事業者・国民が前向きに考えられるような制度の見直しや仕
組みづくりを進めていくことが求められる。 
 


○ 特に、老朽化が進むマンションは今後急速に増加し、築50年以
上のマンションは現在の1万戸から2030年には約90万戸に達
すると見込まれ、入居者の高齢化とあいまって社会問題化しつ
つある。防災性や機能性、環境性能等の観点から、これらの建
替えを促進し、円滑に再生していくことは喫緊の課題である。 
 


○ 加えて、国、地方公共団体の財政状況が厳しい中、公の側の
意識改革も含め、民間事業者に対して適切な誘導策を講ずる
ことにより、民間の力を最大限活用した社会資本の整備及び維
持管理を着実に行うことが丌可欠である。官と民の協調により
国民の立場に立って使いやすいように、国民にもプラス、かつ、
事業者にもプラスとなる仕組みを充実させていくべきである。 
 


○ 住宅・街づくりの整備・再生や活用に関する規制については、現
在の問題点のみならず、将来を見据えた視点で新しいまちづくり
が行えるよう改革していくべきである。 


 
 
 
 
 
 


 
 


 


（改革の方向性） 


○ 老朽化した建築物の円滑な更新の促進 
  新成長戦略にも掲げられている老朽化した建築物の建替え等 
  を確実に実行することにより、耐震性や環境性能に劣った建 
  物や団地を更新し、快適で安心・安全なまちづくりを円滑に進 
  めることや民間事業者の創意工夫や意欲を高めるため、それ 
  らを阻害する建築規制や区分所有法等の法的隘路を見直し 
  ていくことが重要である。 


 
○ 官と民の連携等によるまちづくり・すまいづくり 
  経済活動や生活の基盤である都市の再生や住宅の整備・更     
  新の円滑化を図るためには、「安全・安心の確保」、「官と民の 
  連携」、「現場目線での見直し」の視点を持ち、これまで築い 
  てきた街を劣化させることなく、良質な街並みや環境に配慮し 
  たまちづくり・すまいづくりを促進することが重要である。 
 
 
 
 


 
 


 


• 老朽化建築物等の建替えに資する建築規制の緩和
【23年度措置】 


 
• 借地借家法における正当事由制度に関する情報提
供【23年度可能な限り速やかに措置】 
 


• 民間事業者による開発に併せた公共施設整備等の
促進のためのインセンティブ拡充 【23年度措置】 
 


• 都市開発事業を対象とした道路空間への建築制限
の緩和【23年度検討・可能な限り速やかに措置】 
 


• 老朽再開発ビルの再々開発事業に向けた環境整備
【23年度調査開始、可能な限り速やかに措置】 
 


• 特例容積率適用地区の拡大【23年度措置】 
 


• 構造計算適合性判定の対象範囲の見直し 
  【23年度検討開始、可能な限り速やかに結論】 


 
• 自動車整備工場に対する建築基準法の用途地域ご
との面積制限の緩和【23年度検討開始、次期法改
正時までに結論等】 
 


• 建築物の仮使用承認手続及び完了検査制度の見
直し【23年度検討・結論】 
 


• 環境に配慮した鉱業法制の見直し【23年度措置】 
 
 
 
 
 


 
 
 


住宅・土地 


規制・制度改革に係る方針 
平成23年４月８日 閣議決定 


規制・制度改革に係る方針 
平成23年４月８日 閣議決定 


その他 


• 食品添加物の指定手続の簡素化・迅速化 
  【23年度中措置等】 
 


 


 


 


 


• マンション投資への悪質な勧誘に対する規制強化 
【省令・通達で対応可能な措置は23 年度前半に
検討・結論・措置。法的措置については23 年度中
に検討・結論】 


 
• 貴金属等の買取業者による自宅への強引な訪問
買取りに対する規制強化【23年度中に検討・結論
等】 


消費者 


規制・制度改革に係る対処方針 
平成22年６月18日  閣議決定  


その他 


• 石油備蓄等における特定屋外貯蔵タンクに係る開放 
  検査の合理化 【22年度中検討・結論等】 
 


 


 


 


 
（注）※を付した事項は、「新成長戦略実現に向けた３段構え 
   の経済対策」において一部又は全部の実施時期を前倒し 
   したもの。 
 
 
 
 


 
 


 


（注）下線・太字は事務局において付記したものである。 








分科会で検討したものの各府省と合意に至らなかった事項 


及び継続協議とした事項 
 


（注）本資料は、 


・「規制・制度改革に関する分科会第一次報告書」（平成 22 年６月 15 日行政刷新会議


報告）中の「今後の検討項目（問題提起）」として列挙されている事項 及び 


・「規制・制度改革に関する分科会第二次報告書」（平成 23 年７月 21 日行政刷新会議


報告）中の「各府省と合意に至らなかった項目及び東日本大震災のため継続協議とし


た項目」として列挙されている事項 


を抜粋したものである。 


 


【グリーンイノベーション分野】 


＜第二次報告書より抜粋＞ 


・民有林における開発許可の見直し①  


・事業系一般廃棄物の３Ｒ促進 


・一般廃棄物処理業の許可取得の柔軟化 


・企業グループでの産業廃棄物の自ら処理の促進 


・関連性の強い複数排出事業者の連携による３Ｒの促進 


・船舶・鉄道輸送による静脈物流の効率化 


・汚泥の脱水施設等における廃棄物処理法適用範囲の明確化 


・広域認定・家電リサイクル法大臣認定の簡素化 


・リサイクル品の活用促進① 


・リサイクル品の活用促進② 


・バイオマスの利活用促進 


・特別管理産業廃棄物処理業の許可の産業廃棄物処理業の許可包含 


・処理委託契約書の簡素化 


・マニフェスト報告制度の適用猶予の再開 


・欠格要件の見直し 


・廃棄物統計の見直し 


・浄化槽の法定検査の見直し 


 


【ライフイノベーション分野】 


 ＜第一次報告書より抜粋＞ 


・訪問看護ステーションの開業要件の緩和 


・特別養護老人ホーム等の医療体制の改善 


＜第二次報告書より抜粋＞ 


・医療保険におけるリハビリの日数制限の見直し 


・調剤基本料の一元化 


・ＩＣＤコーディングの改善と包括医療用病名マスターの編集 


・広告規制の緩和 


・医薬品・医療機器の審査業務に係る法的責任の明確化 


・ユニット型の介護老人保険３施設のユニット定員の緩和 


・介護総量規制の緩和 
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【農林・地域活性化分野】 


 ＜第一次報告書より抜粋＞ 


・農家民宿等の宿泊施設のさらなる規制緩和 


 ＜第二次報告書より抜粋＞ 


・非加熱果汁のボトリングを可能とするための基準緩和  


・主体が制限されている農地流動化事業（農地信託事業実施主体、農地保有合理 


化法人、農地利用集積円滑化団体）等の民間開放 


・不適正利用農地の改善（特定利用権制度の実効性確保） 


・農政事務所(旧食糧事務所)業務の民間等への開放の促進  


・国有林野事業の更なる民間委託の促進 


・スキー場閉鎖時の課題への対応 


・中小企業の事業承継に係る方策の検討 


・民間事業者によるカジノ運営の解禁 


 


【人材分野】 


 ＜第二次報告書より抜粋＞ 


・年金脱退一時金制度の見直し 


・在留関係や日常生活上の手続窓口のワンストップ化 


 


【物流・運輸分野】 


 ＜第二次報告書より抜粋＞ 


・航空輸送事業における外資規制の撤廃・緩和とカボタージュ規制の見直し 


・国内航空運賃設定における運用上の規制の廃止による自由化の徹底 


・内航海運事業におけるカボタージュ規制の見直し 


 


【金融分野】 


＜第二次報告書より抜粋＞ 


・いわゆる「大会社」等への貸付に対する規制の見直し（貸金業法の見直し） 


・企業グループの組織再編に資する規制の見直し 


（３）グループ会社内での事業再編手続の簡素化 


 


【ＩＴ分野】 


＜第二次報告書より抜粋＞ 


・道路拡張工事等に伴うケーブル移設工事費用の負担軽減措置 


・共同溝利用時における本管区間以外の利用ルールの整備 


・市町村合併に伴う市外局番の統合要件の見直し 


・航空機に搭載された無線装置の他社との貸借について 


・船員無線資格に関する更新手続の簡素化 


 


【住宅・土地分野】 


 ＜第一次報告書より抜粋＞ 


・老朽化した建物の円滑な建替え・改修を可能にするための環境の整備 


 ＜第二次報告書より抜粋＞ 


・区分所有法における団地の一括建て替え要件の緩和 








規制・制度改革の実現性向上を担保する仕組み（案）   2011年10月18日 
  分科会長 岡 素之 


改革の実現性を高める「仕組み」 
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■ 規制・制度改革を確実に実現するためには、それを担保する様々な「仕組み」が必要。 
 


■ これまで以上に「成果重視＝改革の実現性向上」を目指すことから「仕組み」について議論したい。 


官僚 
 


活性化による機能の更なる発揮 
（企画・立案） 


政治 
 


強力なリーダーシップ 
（戦略・決断・実行） 


情報・戦略共有 
役割分担 


政官連携 


分科会活動方針（基本コンセプト） 


 
 


政治 
 


政治のリーダーシップを 
引き出す「仕組み」 


各省庁 
 


より主体的・積極的に 
取り組み得る「仕組み」 


省庁横断 
 


複数省庁が関わる規制・制度
を効果的に改革する「仕組み」 


政権の重要課題 
 


主体的に担当している他部局
との効果的連携の「仕組み」       


国民の声・各種団体 
 


多岐にわたる要望を 
効果的に実現する「仕組み」 


フォローアップ 
 


長年の懸案事項を 
 実現していく「仕組み」 








 


 


               平成 23年 10月 18日 


 


規制・制度改革に関する分科会（大室委員意見） 


 


○わが国が持続的な成長を遂げるためには、民間の活力を十分に活用しながら、


大都市と地方都市がともに発展することで、国全体の成長・拡大を目指すこと


が不可欠である。規制の中身も全国一律ではなく、地域の実情にあったものに


する必要がある。 


 


○日本の大都市がグローバル企業のアジア統括拠点として、成長する東アジア


の大都市の後塵を拝し、競争力を失ってきていることに、強い危機感を感じる。


更に、東日本大震災を契機に、日本の強みであった「安心・安全」に対する信


頼が揺らぎ、企業の海外移転が加速し、産業の空洞化を招く懸念も生じている。 


 


・日本の大都市の強みを磨き、弱みを克服し、世界中の人が住みたい・働きた 


い・訪れたいと思う、安全・安心・快適な魅力と活力にあふれる都市にしな 


ければならない。 


 


・防災性能に優れた街づくり、高水準のオフィスや研究・開発機能、良質（省 


エネ・耐震性等）な住環境、外国人向けの医療・教育環境など、ハード・ソ 


フト両面における規制緩和が重要であり、老朽化した建築物の更新や、防災


拠点整備、障害となっている規制の見直しが不可欠である。 


 


○一方、地方都市においては、人口減少、急速な高齢化、厳しい財政状況等を


改善するため、今一度、コンパクトシティ化に向け、既存の制度を大胆に見直


す必要がある。選択と集中による行政効率改善、環境・エネルギー対策、安全


性、高齢者が安心して居住できる街づくり等、課題解決型の都市を目指さねば


ならない。 


 


・中・長期的視野にたち、計画的にコンパクトシティを実現するためには、規 


制緩和に加えて規制を強化する視点も必要となるであろう。 


 


○本年の分科会こそは、「成果重視」を目指す必要に迫られている。既得権益と


対峙するうえでは、政治の強力なリーダーシップはむろん不可欠であるが、規


制改革の本来の目的、「民の創意工夫を促して経済を活性化し、国民生活を豊か


にする」に立ちかえり、民間委員で構成される分科会が、従来以上に積極的に


行政折衝・協議に携わり、主体的役割を果たすべきである。 
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○更に、規制は国が定めるものだけではなく、都道府県や市町村等が条例等で


独自に決めるものもある。地方にも、規制改革を推進する組織を創設し、国・


地方双方が連携し改革を推進していくべきではないか。 


 


○消費者の利便性向上、企業の自由な競争環境を整備する上で、規制改革に対


する国民の意識を喚起し、目的を共有することも重要である。規制改革した場


合のメリット、デメリットなどＰＤＣＡサイクルの全ての段階で情報公開を徹


底し、規制改革の必要性を訴える必要がある。 


 


                                以 上 


 


 


 


 








 


 １ 


規制・制度改革の意義と主要アジェンダ 


 


2011年 10月 18日 


 


安念潤司（中央大/弁護士） 


 


（前提となる認識） 


 


最近の経済史研究の動向を見ると、1950 年代から 70 年代に、ほぼ四半世紀


に亙って続いた高度経済成長は、日本人の勤勉さ、伝統的ムラ社会の強み、長


期雇用慣行、産業政策の賢明さ、官民協調体制などといった、かつて「ニッポ


ン株式会社」の特長として称揚されあるいは警戒された諸要因によってではな


く、むしろ、安価な労働力の大量投入と先進国からの新技術の導入とによって


可能になった、と解釈されるようになっている1。このことは、高度成長が、お


そらくは再び訪れない一回的な現象であったこと、条件が整えば日本以外の国


でも生起可能であること、を教えている。 


 


 高度成長を政策の力で再現することは、もはやできない（繰り返しになるが、


かつての経済成長も政策の力で実現できたわけではない）。「ピンチをチャンス


に変える」というクリシェは、耳に胼胝ができるほど聞かされたが、「窮鼠」が


猫を咬むところを実際に見た人がいないのと同様に、本当にピンチがチャンス


に変わった話などまず耳にしない。むしろ、かりに、少子高齢化，賃金の低落


傾向、生産拠点の海外移転、所得格差の拡大などといった望ましくない諸現象


が「ピンチ」だと考えられているのだとすれば、そうした認識は誤りであろう。


これらの諸現象は、一時的逸脱ではなく、不可逆的な「巡航」状態と見るほか


ないからである。 


 


しかし、欧米へのキャッチアップがほぼ完了した後の日本経済の不振は、先


進国共通の現象とはいえない。日銀の最近の推計では、足許の日本の潜在成長


率は、約 0 パーセントである。その原因として、最近公にされた NIRA のリポ


                                                   
1 一例として、大来洋一『戦後日本経済論』（東洋経済新報社、2010年）。経済成長にかか


わるナショナル・プライドの脱神話化はイギリスでも進行しており、経済史の大家ロバー


ト・アレン（オックスフォード大学教授）は、（フランスやイタリアではなく）イギリスで


のみ産業革命が進行した理由を、単純に、18世紀後半のイングランドでは労働者の賃金が


高く、石炭はじめエネルギーの価格が低かったことに求めている。Robert C. Allen, The 


British Industrial Revolution in Global Perspective (Cambridge, 2009). 
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ート2は、1990 年代に日本が、「ゾンビ企業」の存続を許し、リストラを回避さ


せるような政策をとったことを挙げているが、この見解は、多くのエコノミス


トの最大公約数であると思われる。 


 


 もしそうであるならば、日本経済の不振の原因は、非効率な部門（企業）に


資本・労働力が張り付き、それがより効率的な部門（企業）へと移動しなかっ


たことにあるといえるのであり、今後はその逆の政策をとるべきことを含意す


る。規制・制度改革の目標は、決して一つではなかろうが、最重要なものとし


て、こうした資本・労働力の移動を妨げる制度的要因を除去して、日本の産業


の生産性を高めるところにあると思われる。 


 


（いくつかのアジェンダ） 


 


 上記の認識からすれば、当面、次のようなアジェンダが設定できよう。もち


ろん、これらは網羅的ではないし、また、これらのすべてを当分科会が扱う必


要はなく、そうすべきでもない。しかし、生産性向上のために、これらの課題


を政府の何らかの部署で検討・研究し、政権としてその成果を統合することが


期待される。 


 


 ① 農林漁業への参入自由化、電力産業における発送電分離、TPP 交渉への


参加、電波オークションの実施、混合診療の解禁、学校選択制の拡大、法


人税減税（若しくは廃止）、消費税増税などは、すでに是非を論ずる段階で


はない。実現の具体的な手順だけが議論されるべきである。 


   なお、TPP 交渉に関連して、非関税障壁は古くて新しい問題であり、例


えば、相互認証が制度として認められていても、輸入に当たって、当局が


輸入業者に対して、詳細な資料の提出や、さらにはその翻訳文の提出を求


めるなど、現実には非関税障壁として機能しているプラスティスが残存し


ていないか、点検する必要がある。 


 


 ② 震災復興支援との関係では、法人税の廃止、漁業権の開放など、当面金


額的には大きな成果を期待できなくても、規制・制度改革の観点から重大


な「含意」を有するものについては、積極的に連携体制を組むべきである。 


 


 ③ 巨大な公的債務を抱えたまま高い経済成長を実現することは（マクロ経


                                                   
2 星岳雄=アニル・カシャップ「何が日本の成長を止めたのか？」


《http://www.nira.or.jp/pdf/1002report.pdf》。 
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済学的にどう説明するかはともかくとして）、まずできない相談であろう。


年金・医療・介護の総支出はすでに 100兆円を超えている。GDPの 5分の


1 以上にも相当する規模の所得移転を中期的に維持できるとは到底思われ


ない。特に、年金・医療に係る国庫の支出を大幅に減らすしか選択肢はな


い。最近、年金支給開始年齢の引き上げが議論されるようになったことは、


今更の感はあるが歓迎すべきである。 


 


④ 長期雇用か非正規雇用かしかない現在の雇用制度を変え、企業=労働者間


の自由な合意を尊重し、合意した以上は厳格に遵守させる、新しいタイプ


の制度を設計する。長期雇用慣行は、企業にとってもはや維持できず、労


働者にとっても最適とは言い難い。労働力の流動化は、正規雇用・非正規


雇用間の賃金格差、先進国で最大の男女間賃金格差を解消していくために


も、是非必要であると思われる3。 


ただし、労働力の流動化は、法制度改革だけでは到底できそうにない。


ごく一部の企業の一部の労働者だけに長期雇用の特典を与えるのは、法的


強制を何ら伴わない単なる慣行だからである。しかもこの慣行は、サラリ


ーマンにとっての一種の最適化行動であったと思われるので、経済学や経


営学の支援を受けてインセンティブの構造を変えなければ、対処のしよう


がないと思われる。 


 


                                                   
3 もちろん労働コストの低減も、正統な目的の一つと考えられる。福祉大国スウェーデンの


労働コストが意外に低いことについては、湯元健治=佐藤吉宗『スウェーデン・パラドック


ス』（日本経済新聞出版社、2010年）104頁以下。 








 


 


規制制度改革第３クールの進め方に関する提案 
 
２０１１．１０．１８ 
ＭＩＣＧ 大上二三雄 
 
●規制制度改革を巡る、４０代次世代リーダー達の声サマリー 
 
① 小泉さんが降板して以降、建築基準法や金融証券取引法、消費者
保護法など規制強化ばかりでは？インターネットによる薬の販
売や混合診療の解禁など、些細と思える事が何年議論しても実現
しない状況には不信感を感じる。 
 


② ＴＰＰなど、韓国や中国との競争を考えれば当然検討すべきとこ
ろ、入口の議論がだらだらと続く。税金やエネルギー、雇用規制
の問題を考えれば、このままではグローバル企業は皆、日本を出
て行く。多くの日本企業がアジア本社（金・人材・納税）をシン
ガポールに移しつつあるのを、政治家は知っているのか。 
 


③ 結果平等を目指す政策は、日本をユデガエル状態にする。機会均
等とセーフティネットの下での競争促進政策による生産性向上
が必要なところ、ここ数年の政策は競争に後退的なものが多いよ
うに感じる。 
 


④ 自分達を含め多くの国民には、規制制度の問題は専門的であり理
解しにくい。だからこそ、政治の説明責任が問われるが、総理が
頻繁に交代し、政治への信頼感が醸成されない。 
 


⑤ 会社を変えるリーダーは、危機感の醸成が上手い。国の仕組みを
変える為には、強いリーダーシップと共に、そのような技術と戦
術が必要だと思う。 


 
＝＞良質な企業や人材が海外流出して空洞化を招かない為に、強い
リーダーが困難を撥ね退け規制制度改革を推進する事を支持する気
持ちは有るが、現状には不満足。 
 
 
 


参考資料３－４ 







 


 


●規制制度改革における本質的な課題と解決の方向性 
 
①当事者である官僚には、自ら職務の壁を超えることは難しい。勇
気とやる気を持ちうる上司のバックアップが必要。政治の役割は
、上司にバックアップさせること。 


 
②省全体で反対する規制制度改革は、大臣が強い意志を持たない限
り実現出来ない。政治の役割は、総理が担当大臣に強い意志を持
たせること。 


 
③規制制度の技術基準には、時代遅れのものが山積み。霞が関には
、予算に付随するビジネスや天下り先その他権益を産学民で守る
、小さな原子力村がまだ沢山ある。 


 
④複数の省庁を跨ぐテーマは扱いが難しいので発議する壁が高い。
ましてや、省庁の管掌を変えるようなものは絶望的。政治が自ら
動き意思決定しないと、実現はおろか議論する事も難しい。 


 
⑤各々の規制制度にはそれ相応の理由があり、論理でだけで押し切
るには相当な労力が必要。塹壕を作られ持久戦を挑まれると、常
に時間切れで終わってしまう。 


 
＝＞（方向性１）テーマが大きくなるほど、政治レベルの介入と意
思決定が必要であるが、現状はほとんどのテーマが、担当者から担
当政務官レベルまでのもの。政治で扱う為に、関連テーマを取りま
とめ大きな課題として、優先順位を付けて短期決戦を挑む。 
 
＝＞（方向性２）従来レベルのテーマに関しては、インセンティブ
とペナルティの両面を備えた制度を構築してルーティーン化する。
委員会は、内容検討ではなく作業状況の確認に徹する。 
 
＝＞（方向性３）規制制度の枠組みそのものが、陳腐化して時代に
合わなくなっているようなテーマは、むしろ法の全面大改訂を切り
口に取り組むよう提起する。 
 
 
 







 


 


●取り組むべきテーマと優先順位（主要なもの：多くは、別紙「新
成長戦略を実現するための規制・制度改革」に由来するが、一部、
「小さな原子力村」の中で象徴的なものへの取り組みも加えた。） 
 
①地域エネルギーマネジメントを促進する改革 
地域エネルギー（コジェネ、燃料電池、再生可能エネルギー等の分
散エネルギーマネジメント）を促進する規制制度改革 
 
②医療改革 
利用者視点、地域重視の医療 
医療の産業化を肯定 
 
③規制制度のグローバル化 
交通、著作権、金融、等 
 
④農業改革 
農地法の全面改定 
 
⑤文化・観光行政の一元化と再編 
文化財保護、旅館業法、国家PRの一元的推進と在外公館再編（JINT
と国際交流基金） 
 
⑥雇用改革 
「新たな雇用の考え方」を整理した上で、それに即した規制制度改
革 
 
以上の中で、実現容易性と喫緊性、効果を考えると、①、③の一部
、⑤の優先順位で取り組んでは、どうか？ 
（無論、政治的に優先順位を挙げて取り組む覚悟が有るなら、全て
に全力投球も可能） 
 
●（頭の整理として）規制改革を強力に推進するための１１原則 
 
①サンセット原則（居座り規制の排除） 
 一旦規制を行うと、規制官庁は、なかなか見直しをせず惰性で規
制しつづける傾向にある。このため全ての規制にサンセット規定を。 
   ｃｆ．風力発電や地熱発電と自然公園法の許可 







 


 


＜過剰規制の慣性問題＞ 
 大事件発生後、「過剰規制」に流れる傾向（金歯押し売り→混合
診療、姉歯問題→建築基準法等）。頭が冷えたころに再度見直す必
要大。 
 
②目的合理性原則（行政都合の排除） 
 規制を見直す際の基準として採用すべき原則。目的を達成するた
めの合理的な手段であるか、より負担の少ない方法はないかを考え
る。新規規制については政策評価の対象であるが、既存の規制につ
いても同様に、その規制の趣旨に基づいた運用を貫徹する。 
   ｃｆ．保税搬入原則 
      プロ／プロ規制とプロ／アマ規制を混在させない 
 
③事前裁量から事後届出への転換 
 行政の許認可制度は、事後届出制への転換を図ることで、過剰規
制の居座りの弊害を最小限化。そのためには、情報公開により関連
する情報の量・質を高める事が重要。 
   ｃｆ．保険外併用療養（いわゆる混合診療） 
 
④材料基準から性能基準への転換 
 材料基準から性能基準への転換が叫ばれて久しいが、現実には依
然多くの材料基準、あるいは似非性能基準が多く存在しているので、
それらを不断に見直して行くと共に、使い勝手を改善するための規
制のモジュール化を進めて行く事が重要。同じ文脈で、人的リソー
ス用件も、成るべく組織能力の基準、もしくは情報公開原則に改め
て行く。 
   ｃｆ．金融商品取引業の登録 
 
⑤全国展開を予定しない特区の活用 
 安全に係る規制の緩和など、安全確認の実証が必要なものなどに
ついては、一部地域を特区として実証を実施。 
   ｃｆ．外国人医師免許 
 
⑥官民人材交流 
 役人が役所目線ではなく、国民・専門家目線で適切な規制を課す
るようにするため（規制部署等の）官民人材交流を促進。 
 ・建築技術関連の技官 







 


 


 ・農地法の許認可当局 
 
⑦技術分野での委員会制度拡大 
 （国、独法、公益法人→新しい公共的な官民連携） 
 技術的な審査を必要とする安全規制等については、性能基準への
転換を図るとともに、規制主体を国や独法、公益法人などに一元的
に管理させるのではなく、「新しい公共」の観点から、民間事業者
が一部を分担して担う事を推進する。 
   ｃｆ．木材の性能基準 
 
⑧チェックアンドバランス原則（ブラックボックスの排除） 
 規制根拠が存在しない等ブラックボックス化している分野は、適
切なチェック機能を外部に構築し、常に緊張関係を持たせる。 
 ノーアクションレターの活性化・対象化も検討 
   ｃｆ．外務省の訪日中国人の査証発給基準 
      公正取引委員会 
 
⑨実施状況ローリング（ＰＤＣＡサイクル） 
 「検討する」と書いて、検討した結果、何もしない、という状況
を見過ごしてはならない。このため、毎年実施状況をローリングし、
外部チェックを行うべき。 
   ｃｆ．行政監査制度の実効化 
 
⑩方向性の維持 
  「検討する」と書いて、行われた議論とは全く別の方向で検討す
る、というようなことがあってはならない。規制改革分科会での議
論を踏まえて各省が、方向性を維持した検討を行うため、事務局レ
ベルの定期的な方向性の確認を制度上義務付ける。 
 
⑪グローバル基準 
 既にグローバルで普及した規制の考え方が存在する場合、規制の
デフォルト値はグローバル基準とする。日本独自の規制を設ける場
合は、その背景として存在する日本の独自性を的確に説明しなくて
はならない。 
   ｃｆ．金融業、航空機安全規制、船舶安全規制、等 







 


 


「新成長戦略」を実現するための規制・制度改革 


 


２０１１．１０．１８ MICG 大上二三雄 


 


１． グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略 


(ア) 地域エネルギー（ガスコジェネ、燃料電池、再生可能エネルギー等の分


散エネルギーマネジメント）を促進する規制・制度改革 


(イ) 再生可能エネルギーおよび分散電源システムを、法制度上の公益認定 


２． ライフ・イノベーションによる健康大国戦略 


(ア) 従来の一部開放・改革から、利用者視点、地域重視の医療・介護へ大き


くスタンスを転換する。 


(イ) 医療の産業化について肯定する前提のもとに、現在の様々な規制・制度


を見直す。 


３． アジア成長戦略 


(ア) 国内規制・制度のグローバル化を特区中心に先行して実施し、ＥＰＡや


ＴＰＰのスムーズな推進に備えるという考え方をとる（交通、著作権、


金融、等）。 


４． 観光立国・地域活性化戦略 


(ア) 農林水産業の規制・制度改革 


(イ) 文化行政と観光行政の一元化による、日本の国家 PR を推進するための


一元的な国家 PR担当組織 


５． 科学・技術・情報通信立国戦略 


６． 雇用・人材戦略 


(ア) 雇用に関する考え方を抜本的に改め、成長戦略に貢献する「新たな雇用


の考え方」を徹底的に整理する。 


  







 


 


７． 金融戦略 


(ア) ソブリンファンドの設定：円高を利用した資源・インフラ投資を推進 


(イ) 対外・対内投資促進のため投資行政をグローバル化：法制度や法務・会


計等サービス業務のグローバル化を推進 


(ウ) 金融行政の改革・開放を推し進める 


① 業際規制等、日本独自の業務規制を撤廃する。 


② 金融庁検査の簡素化および日銀検査との一元化 


③ 外国為替特別会計の本邦金融機関による活用促進 


④ 経済、財政、金融政策の一体化のため、財務省と金融庁の再統合 


(エ) ODAを金融戦略に活用する 


① 2001年の 911テロ後において、国連の対外援助ミレニアムゴールを


まともに追いかけているのは、先進国中日本だけとの身内の評価。 


② フェアプロセスには時間が掛かり、為に事業が有望で国益にかなう


案件は他国にさらわれ、残された美味しくない案件の援助は日本、


受注は中国、韓国企業という構図。 


③ 外務省の経済リテラシー向上と併せ、JICA改革は取り組むべき重要


テーマ。理事長に民間を充てる人事が鍵。 


８． 政治主導が必要となる重要共通施策 


(ア) 規制制度改革：グローバル基準を積極適用し内なるグローバル化を促進 


(イ) 国家戦略局：省庁横断テーマの洗い出しと改革システムを設計 


(ウ) 在外公館や各種公的組織の海外事務所を組織再編 


① 経済外交機能強化、具体的にはジェトロ等をリニューワルして、日


本版 IE シンガポール(International Enterprise Singapore)、シン


ガポールＥＤＢ(Economic Development Board)を設立し、在外公館


の経済担当公使と連携。 


② 日本 PR 窓口機能の一元化。具体的には JINT と国際交流基金の海


外事務所を統合し、Japan Bureau とする。                              








 


 


 


翁委員意見 


 


 


○ 大きく改革が必要な分野（医療、保育、農業など）やその重点項目、


改革の方向性は、今までの委員や専門委員による会議、ワーキンググ


ループでの度重なる議論や取り組みの中ですでに概ね整理されてきて


いる。これらの分野の規制・制度改革は、それを実現できるかどうか、


がポイントであると感じている。 


 


○ 上記のような重点分野は、どうしても既得権益を持つグループと対峙


することになるため、従来のように、分科会が相手方省庁にボトムア


ップで検討を求める手法は、政治的意思が明確でないと、多くの場合


非効率となり、限界に直面してきた。 


 


○ したがって、日本が持続的成長を実現し、国民が安価で質の高い商品


や利便性の高いサービスを得るために、野田政権として、「規制改革を


本格的に進める」という政治的意思が明確になることがまず必要であ


る、と考える。また、具体的な進め方は、「国民目線」に立ち、政治主


導で進める必要があり、規制改革を進める政治的意思を、全省庁横断


的に浸透させ、政府全体としての取り組みにしていく必要がある。 


 


○ なお、従来のようなひとつひとつの小さな規制改革をボトムアップで


相手方省庁に検討を求める手法も、分野によっては効果をあげてきて


いる。経済環境が大きく変化する中、今後も、民間企業のみならず消


費者からも要望を広く集めて、取り組みを行う必要がある。 


 


○ 今まで各省庁が改革を約束してきたことが、当初約束した方向性に沿


って、進められているのか、地道にフォローアップし、指摘を行って


いくことも重要である。 


 


 


以  上 


参考資料３－５ 








 


 


規制改革検討の進め方について 


            2011.10.18   川本裕子 


 


○基本的考え方 


・規制・制度の改革により、民間企業・消費者の活動・選択範囲が拡大。これにより、雇


用が拡大し、創意工夫・イノベーションが強化される。消費者・ユーザーが価格低下や新


たなサービスを享受できる。＝成長戦略の基本 


・民間の自由な活動範囲が拡大すれば、社会的規制（一定の安全基準を遵守させるなど）


の守備範囲は拡大し、その体制強化も必要になる 


※参入規制や価格規制などの経済的規制は原則廃止、安全維持など社会的規制は「規制改


革」 


 


○基本戦略 


・分科会レベルでのテーマは、これまでの規制改革の努力の中で実現されてこなかった骨


太の課題に絞り込む。（分科会レベルで進め方について課題・シナリオも含めてクローズド


で集中議論） 


例）総合取引所の早期設置、第 1次産業への株式会社参入など 


・他方、一般公募によるボトムアップ・アプローチは継続する。（分科会レベルでの監視や


不服申立受付機能は重要） 


 


○重要留意事項 


・改革案のドラフティングは委員の直接的な責任の下に行うことが必須。メンバーをこの


点で強化する必要があるのではないか。 


・閣議決定案を次の 3 段階で策定；①分科会における担当課長ヒアリング＝公開、②分科


会における担当省官房長との折衝（改革案の提示と意見聴取）、③残された論点について政


治折衝（行政刷新大臣と担当省政務 3役） 


・役所がどのように反応するかは、担当者の業績評価と密接に絡む。改革に前向きに取り


組むことがプラスの評価になるよう霞が関に徹底することが最重要。（現実はしばしばその


逆、激しく抵抗したことが評価されることも多いため） 


参考資料３－６ 





